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第１章 総論 

 

１ 計画策定の趣旨 

我が国においては、まだ食べることができる食品が生産、製造、販売、消費

等の各段階において日常的に廃棄され、大量の食品ロス（*１）が発生してい

ます。食品ロスの問題については、平成２７年（２０１５年）の国連総会にお

いて採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ（*２）」で言及

されるなど、国際的にも重要な課題となっており、食料の多くを輸入に依存し

ている我が国として、真摯に取り組むべき課題です。 

このような中、行政、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、国民運動と

して食品ロスの削減を推進することを目的とする「食品ロスの削減の推進に関

する法律」（以下「食品ロス削減推進法」という。）が令和元年（２０１９年）

１０月から施行されました。また、令和２年（２０２０年）３月には、同法第

１１条に基づき、「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」（以下「基本

方針」という。）が閣議決定されました。 

 

（*１）本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品（※食品廃棄物には、食品ロスのほ

か、魚・肉の骨等の食べられない部分が含まれる。） 

（*２）２０１５年９月の国連総会で採択された２０３０年までの国際開発目標（ＳＤＧｓ） 
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「食品ロス削減推進法」では、地方公共団体は地域の特性に応じた施策を策

定し、実施する責務を有するとされているほか、基本方針を踏まえて食品ロス

削減推進計画を定めるよう努めなければならない、とされていることから、香

川県は、令和 3 年（２０２１年）３月に「香川県食品ロス削減推進計画」を策

定しました。 

本市では、平成３０年（２０１８年）３月に策定した「一般廃棄物処理基本

計画」の「ごみ処理基本計画」の中で、食品ロス対策等の推進を重点取組項目

と位置付け、これまでにも様々な対策を実施してきました。今後は「食品ロス

削減推進法」等の趣旨を踏まえ、本市における食品ロスの削減を総合的かつ計

画的に推進するとともに、本市が２０５０年に温室効果ガス（以下「CO2」と

表記します。）の排出量を実質ゼロにすることを目指す「ゼロカーボンシティ」

を宣言したことから、その取組にも寄与するため、本計画を策定するものです。 

 

※本文中「市民」と表記しているものは、関係する他の計画の「消費者」と同義です。

ただし、消費者団体の表記や香川県の取組を引用しているケースでは、一部「消費者」

のままとしています。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、本市の「ごみ処理基本計画」における、食品ロス削減に関する

個別計画であり、「食品ロス削減推進法」第１３条第１項の規定に基づく、市
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町村の食品ロスの削減の推進に関する計画として策定するものです。 

また、同法第１３条第２項の規定に基づき、本市の「環境基本計画」や

「一般廃棄物処理基本計画」等、関係法令に基づく各種計画と調和を図りま

す。 

 

３ 計画期間 

本市の「一般廃棄物処理基本計画」及び「ごみ処理基本計画」との調和を図

るため、令和４年（２０２２年）度から令和 9 年（２０２７年）度までの 6 年

間とします。ただし、今後の社会経済情勢の変化や食品ロスに関連する制度の

改正、施策の実施状況等に応じて、計画期間内であっても必要な見直しを行う

こととします。 
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第２章 食品ロスの現状と削減の意義 

 

１ 日本の食品ロスの現状 

日本国内の食品ロス量は年間６００万トン（平成３０年（２０１８年）度）

で、国民一人一日当たり約１３０ｇ（お茶碗１杯分）の食品ロスを出している

と推計されています。 

内訳は、一般の家庭から発生する「家庭系食品ロス」が２７６万トン              

（４６．０％）、食品製造業や食品小売業、外食産業等の事業者から発生する

事業系食品ロスが３２４万トン（５４．０％）となっています。 

主な発生要因は、家庭系食品ロスが「食べ残し」、「過剰除去」、「直接廃棄」、

事業系食品ロスが「規格外品」、「返品」、「売れ残り」、「作りすぎ」、「食べ残し」

となっています。 

 

２ 食品ロス削減の意義 

日本全体の食品ロスの量（６００万トン）は、国連の食料援助量の約３８０

万トン（*３）の約１．６倍にもなります。 

（*３） 国際連合世界食糧計画（WFP）２０１７年実績 
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国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）の報告（*４）によると、世界で飢えや栄

養不足で苦しんでいる人々は約８億人にのぼり、世界人口の９人に１人に相当

します。 

こうした中、日本の食料自給率（カロリーベース）は３７％（*５）と先進

国の中で最低水準であり、食料の多くを海外からの輸入に依存している一方で、

大量の食品ロスを出しています。 

また、食料を生産するためには多くのエネルギーを必要としており、食料生

産に伴う CO2 排出量は、世界全体の排出量の約２５％を占めるとされている

中、廃棄される食料のためにも CO2 が排出されており、エネルギーの無駄や

地球温暖化の要因ともなっています。 

このような中、平成２７年（２０１５年）に国連で採択された持続可能な開

発のための２０３０アジェンダに基づく「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」

では、食料廃棄の減少が重要な柱として位置付けられており（*６）、食品ロス

の削減は国際的な課題となっています。 

（*４） 国際連合食糧農業機関（FAO）「the STATE OF FOOD SECURITY AND NUTRITION 

IN THE WORLD（２０１９）」 

（*５） 農林水産省「平成３０年度食料需給表」 ２０１８年度食料自給率（カロリーベー

ス） 

（*６） 目標１２．３ ２０３０年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当た

りの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損

失を減少させる 
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食品ロスの削減により、廃棄物の発生抑制（リデュース）が図られるほか、

家計負担の軽減も期待されます。 

また、食品ロスを含むサプライチェーン全体を通じた食品廃棄物は「世界の

温室効果ガスのうち推定８％を生み出している（*７）」ことから、その削減は、

廃棄時の運搬・処理に加え、食品の流通・製造時のＣＯ２排出抑制にも寄与す

ることが期待されます。（*8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（*７） 令和 3 年５月に開催された G7 気候・環境大臣会合コミュニケから引用 

（*８） パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（令和元年６月閣議決定） 
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第３章 高松市における食品ロス発生量と課題 

 

１ 家庭系食品ロス 

本市では平成３０年（２０１８年）度と令和２年（２０２０年）度の２回、

家庭系食品ロスの実態調査を実施しました。 

一人一日当たりの食品ロス発生量は、平成３０年（２０１８年）度調査で     

５０．１ｇ、また、令和２年（２０２０年）度調査では３４．２ｇと推計しま

した。国の家庭系食品ロス発生量（平成２９年（２０１７年）度推計値 

６１．３ｇ）と比較するといずれも下回っています。 

 

【平成２９年（２０１７年）度の本市の家庭系食品ロスの発生量（推計値）７，６９０ｔ】 

※香川県食品ロス削減推進計画中の本市の家庭系食品ロス発生量の推計値 

 

その食品ロスの内訳は、「１００％残存の直接廃棄（手付かず食品）」の割合

が最も高く、次いで「食べ残し」となっています。 

また、令和２年（２０２０年）度に実施した市民アンケートの調査結果によ

ると、回答者の９０．３％が食品ロスという言葉を聞いたことがあり、食品ロ

スの減量に向け、多くの市民が、以下のような行動に取り組んでいることが分

かりました。 



 

10 

 

①料理は残さず食べるようにしている。 

②食品の賞味（消費）期限に注意して食べ忘れないようにしている。 

③買い物に行く前に、冷蔵庫の中身を確認し、買いすぎないようにしている。 

 

（農林水産省のホームページから引用） 

２ 事業系食品ロス 

事業系食品ロスについては、本市の発生量を特定できる統計データ等が存在

しないことから、「香川県食品ロス削減推進計画」の事業系食品ロスの発生量

（推計値）から、令和元年経済センサス基礎調査の市町別民営事業者数の割合

を基に、本市の発生量を推計しました。 

【平成２９年（２０１９年）度の本市の事業系食品ロス発生量（推計値）９，６７２ｔ】 

※事業系食品ロス発生量の推計方法 

H29 年度県内の事業系食品ロス発生量 19,942ｔ×R 元年経済センサス基礎調査の 

県内の事業所に占める高松市内の事業所の割合 48.5％ 
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３ 本市における課題 

本市における食品ロスの発生源は、家庭系が４４．３％、事業系が５５．７％

で、平成２９年（２０１９）度推計値では、全国や香川県とほぼ同じ割合と       

なっています。 

市民一人一日当たりの食品ロス発生量（家庭系）は、全国平均を下回ってい

るものの、一年間に小学校にある２５ｍプール２０杯分を超える食品ロスが発

生しています。 

このような状況を市民一人ひとりが認識し、これまで以上に削減に向けた取

組を進める必要があります。 

家庭系の食品ロスについては、本市では「直接廃棄（手付かず食品）」の割

合が高くなっており、食品に応じた適切な保存や食材の有効活用、適切な買い

物等に関する意識啓発など、直接廃棄される食品ロスの削減に向けた取組を進

める必要があります。 

また、事業系食品ロスについては、本市の発生量を特定できる統計データが

存在しないものの、香川県と同様に、小売業から発生する割合が高いと考えら

れることから、小売事業者から発生している食品ロスの実態を把握し、その削

減に向けた取組を進める必要があります。 

さらには、「高松市事業系一般廃棄物の減量化等に関する指導要綱」に基づ
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く多量排出事業者（*9）に対し、食品ロスの状況と、その削減の必要性につい

て理解を深めてもらうため、社員等への啓発を行うことや、災害時用備蓄食料

の有効活用に努めるなどの取組を求める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（*９）事業系一般廃棄物の減量及び再資源化を推進することを目的とした「高松市事業系

一般廃棄物の減量化等に関する指導要綱」で、事業の用に供する延べ面積３，０００㎡以

上の建物を所有・占有又は管理する事業者を「多量排出事業者」と定義し、毎年、事業系

一般廃棄物減量等計画書の提出を求めています。 
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第４章 食品ロス削減に向けた基本的方向性 

 

食品ロスを削減するためには、市民や事業者等が食品ロスの現状と問題点、削

減の意義について理解し、その削減に向けた行動を実践することが必要です。 

・食べ物を無駄にしない  

食べ物を無駄にしないこと「もったいない」を市民と事業者等の共通意識と

します。 

・食品ロスの現状とその削減の必要性を知る  

生産、製造、販売の各段階や買い物、保存、調理、消費の各場面で、本来、

食べられるはずの食品が様々な理由で捨てられていることを認識します。 

・可能なことから具体的な行動を実践する 

市民、事業者等、それぞれに期待される役割と具体的行動を理解し、実践し

ます。 

 

こうした理解と行動の輪が広がるよう、市民、事業者、関係団体等、県及び

本市（行政）の多様な主体が連携・協働することで、食品ロスの削減を推進す

るものとします。 

また、食品ロス削減への行動を「きっかけ」として、本市の「ゼロカーボン

シティ」実現に向けた市民のライフスタイルの転換を促します。 
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食品ロス削減に向けた基本的方向性 概念図 

 

（香川県食品ロス削減推進計画から引用） 
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第５章 食品ロスの削減を推進するために 

求められる役割と行動 

 

食品ロスは市民及び事業者の双方から発生しており、サプライチェーン全体

で取り組むべき課題であるため、市民や事業者が以下に掲げる役割と行動を理

解し、実践することが重要です。 

また、事業者は自らの取組を市民に伝え、市民は食品ロスの削減に取り組む事

業者を積極的に支援するなどの双方のコミュニケーションを密にしていくこと

が重要です。 

これに消費者団体やＮＰＯ、行政も参画し、それぞれの役割を果たしながら連

携・協働することにより、先進的な取組事例が創出されることが期待されます。 

それぞれの主体に求められる役割と行動例は、以下のとおりです。 

なお、これらの役割と行動例については、食の安全・安心を損なわないよう、

いずれも食品衛生法等の関係法令の規定に抵触しない範囲内で実施するものと

します。 

※ 下線を引いた行動例は、本市の重点的取組とするものです。 

※ ○が文頭に付された行動例は、購入した食材を使いきる「使いきり」、食べ残しをしな

い「食べきり」、排出前に水分をきる「水きり」の「３きり」に該当するものです。 
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１ 市民 

食品ロスの現状と削減の必要性について理解を深めるとともに、自身が排出

している食品ロスについて適切に把握する必要があります。その上で、以下に

掲げる行動例を参考に、自らができることを考え、行動に移すことが必要です。  

また、食品ロスの削減に取り組む事業者を積極的に利用するなど、持続可能

な生産・製造・販売活動を行う事業者を支援する役割も求められます。 

① 買い物の際 

 

○事前に家にある食材を確認し、期限表示を理解の上、使い切れる分だけ

購入する（メモを活用するなど必要なものだけを購入する） 

・欠品を許容する意識を持つ 

・規格外品や訳あり品の販売を許容する意識を持つ 

・過度な鮮度志向を改め、陳列棚の手前から購入するよう努める 

② 食品の保存

の際 

 

○食材に応じた適切な保存と冷蔵庫内の在庫管理により、食材を使い切る 

・冷凍保存や伝統的保存（乾燥、発酵）など、自宅でできる長期保存方法

を実践する 

・賞味期限を過ぎた食品であっても、食べられるかどうか個別に判断する 

③ 調理の際 

 

○家にある食材を計画的に使い切る 

・食材の食べられる部分はできる限り無駄にしない 

○食卓に上げるのは食べきれる量とし、食べ残しをしない 

・食べきれなかったものはリメイク等の工夫をする 

④ 外食の際 

 

○食べきれる量を注文し、提供された料理を食べきる 

・会食時には、最初の 30 分間と最後の 10 分間に料理を楽しむ時間を設

ける「３０・１０運動」を実践する 

・料理が残った場合は、外食事業者からの説明をよく聞き、衛生上の注意

事項を理解した上で、自己責任の範囲で持ち帰ることを検討する 

・mottECO(*10)の実践(持ち帰り用の袋を持参する) 

⑤ 廃棄の際 ○やむを得ず、ごみとして排出するときは、水分をよく切る 
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２ 農林漁業者・食品関連事業者 

サプライチェーン全体で食品ロスの状況と削減の必要性について理解を深

めるとともに、自らの事業活動により発生している食品ロスを把握して、日々

の事業活動から排出される食品ロスの削減に努めることが求められます。それ

でもなお発生する食品ロスについては、適切に再生利用を行う必要があります。 

また、香川県及び本市が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力するよ

う努めることが期待されます。 

① 農林漁業者 ・未利用の農林水産物を有効活用する 

② 食品製造業

者 

 

・原料の無駄のない利用や製造・出荷工程における適正管理・鮮度保持に

努める 

・製造方法の見直しや容器包装の工夫により、賞味期限の延長に取り組む 

・賞味期限の大括り化（年月表示など）に取り組む 

・需要予測の高度化や受発注リードタイムの調整等により、サプライ      

チェーン全体で食品ロス削減に資する適正受注を推進する 

・消費実態に合わせた容量の適正化を図る 

・製造時に生じる端材や型崩れ品等の規格外品の有効活用を促進する 

③ 食品卸売・

小売業者 

 

・納品期限の緩和等の商慣習の見直しに取り組む 

・受発注リードタイムの調整、物流頻度の調整、適正発注の推進等によっ

て、販売段階での売れ残りロスを削減するよう努める 

・天候や曜日を考慮した需要予測に基づく仕入れや販売等を工夫する 

・季節商品の予約制など、需要に応じた販売を行う 

・賞味・消費期限の近い食品の購入を促し、売り切るための取組（値引き・

ポイント付与等）を行う 

・小分けや少量販売など使い切りやすい工夫を行う 
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④ 外食事業者 ・天候や曜日、消費者特性を考慮した仕入れ、提供等を工夫する 

・消費者が食べきれる量を選択できる仕組み（小盛り・小分けや要望

に応じた量の調整等）を導入する 

・「３０・１０運動」の実施を呼び掛ける 

・mottECO(*10)の実践(④の上記の行動例を講じた上でも料理が  

残ってしまった場合は、消費者の自己責任を前提に、衛生上の注意

事項を説明した上で可能な範囲で持ち帰りをできることとし、店頭

に表示するなど情報提供を行う） 

⑤ 食品関連事

業者に共通

する事項 

 

・包装資材に傷や汚れがあっても、商品である中身が毀損していなけ

れば、そのまま販売することを許容する 

・フードシェアリングの活用等により、売り切る工夫を行う 

・フードバンク団体の役割とその活動を理解し、積極的に未利用食品

の提供を行う 

・食品ロスの削減に向けた体制を整備するとともに、取組内容や進捗

状況について積極的に開示する 

３ 関係団体（消費者団体、ＮＰＯ、フードバンク団体、子ども食堂等） 

１、２に記載した役割と行動を実践する市民や事業者が増えるよう、香川県

及び本市と協働して食品ロスの削減に取り組むとともに、市民や事業者、行政

等の多様な主体をつなぐ役割を担うことが期待されます。 

４ 本市 

１～３に記載した役割と行動を実践する市民や事業者、関係団体等が増える

よう、香川県が実施する施策と連携し、地域の実情に応じた取組を推進します。 

 

（*10）飲食店とその利用者の相互理解のもと、飲食店等での食べ残しの持ち帰りを、よ

り身近な文化として広めることを目的に、環境省等が開催した「New ドギーバッグアイデ

アコンテスト」で選定された、飲食店での食べ残しの持ち帰り行為の新たな名称。  
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第６章 基本的施策 

本市では、平成３０年（２０１８年）３月に策定した「一般廃棄物処理基本計

画」及び「ごみ処理基本計画」に基づき、ごみの発生を抑制する取組の一つとし

て、食品ロス削減のための各種施策を推進してきました。 

その、主な内容は以下のとおりです。 

・ 家庭から発生する食品ロス発生量の調査、市民アンケートの実施 

・ 食品ロスに関する啓発用リーフレット等の作成（環境学習でも活用） 

・ 飲食業界などの事業者との協働による事業の検討・実施 

・ 購入した食材を使いきる「使いきり」、食べ残しをしない「食べきり」、排

出前に水分をきる「水きり」の「３きり」の推進 

・ 生ごみを乾燥させてから排出する方法の奨励 

・ 段ボールコンポストの紹介                  など 

  

また、香川県が推奨する『スマート・フードライフ』（主に家庭から出る食品

ロスの削減を目指して、食品ロスを減らすライフスタイル）に賛同し、大型商業

施設での啓発イベントや、会食での食品ロスを減らす取組である「３０・１０運

動」の普及啓発にも協力しています。 

令和元年（２０１９年）１０月に施行された「食品ロス削減推進法」では、事

業者、消費者、地方公共団体、関係団体等の多様な主体が連携して、食品ロスの

削減を総合的に推進することとされており、今後は同法の趣旨を踏まえて事業
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者から出る食品ロスの削減に向けた施策のほか、本市の現状や特性に応じた施

策を推進する必要があります。 

そこで、国や県が実施する食品の生産から製造、販売、消費に至る一連の過程

における取組や本市における食品ロスの現状と特性、これまでに実施してきた

施策等を踏まえ、以下の施策に取り組み、食品ロスの削減を一層、推進します。 

 

１ 教育及び学習の振興、普及啓発等 

市民が食品ロスの削減に自発的に取り組めるようにするため、エシカル消費

（*11）や食育に関する取組とも連携しながら、「市政出前ふれあいトーク」

や「環境学習」などを活用し、家庭や学校・地域等において、食品ロス削減の

重要性についての理解と関心を高める教育や普及啓発の施策を推進します。 

その際、国が展開している食品ロス削減国民運動「NO-FOODLOSS 

PROJECT」（*12）や全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会（*13）

等の啓発情報を参考にするなど、それらの活用に努めます。 

 

（*11） エシカル消費（倫理的消費）：人や社会・環境に配慮して消費者が自ら考える賢い

消費行動 

（*12） 食品ロス削減にフードチェーン全体で取り組んでいくため、官民が連携して展開

する食品ロス削減に向けた国民運動 

（*13） 「おいしい食べ物を適量で残さず食べきる運動」の趣旨に賛同する地方公共団体

間のネットワーク 
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① 香川県や学校・地域等と連携した普及啓発 

食品ロス削減の取組は、香川県と連携することで、

取組の相乗効果が期待されることから、香川県のス

マート・フードライフ推進キャラクター「たるる」

を本市も活用し、その認知度を高めることでスマー

ト・フードライフの浸透を図ります。 

また、学校や地域コミュニティ協議会等と連携し、フードドライブ等を実施

することにより、市域でのフードドライブへの関心を高めます。 

②  動画やＳＮＳ等の活用 

動画の配信等、ＩＣＴツールを活用することにより、各種講座への参加が難

しい場合であっても、食品ロスについて学ぶ機会を確保できるよう努めます。 

また、将来を担う世代に的確に情報発信するため、若い世代が活発に利用す

るＳＮＳを活用した普及啓発に取り組みます。 

 

２ 事業者の取組に対する支援 

先進事例等の共有・周知を図りながら、生産、製造、販売等の各段階におい

て発生している食品ロスの削減のための取組を促進します。 

① 「かがわ食品ロス削減協力店制度」への協力 

 

スマート・フードライフ推進 

キャラクター「たるる」 

 



 

22 

 

食品ロス削減に取り組む事業者の「かがわ食品ロス削減協力店」への認定・

登録を推奨し、その取組を、ホームページなどを通じて広く市民に周知しま

す。 

②  規格外や未利用の食品を活用する取組に対する支援 

様々な理由により、通常の流通経路での販売等が困難な規格外や未利用の

農林水産物を活用（加工・販売等）する取組に協力します。 

また、食品製造の過程で生じる端材や規格外品等を活用する取組が広がる

よう、事業者や関係団体との連携を促進します。 

③  事業者の取組に対する市民理解の促進 

食品ロス削減のための商慣習の見直し（賞味期限表示の大括り化、納品期

限の緩和等）を推進する事業者の取組に対して、市民の理解が促進されるよ

う啓発を実施します。 

 ④ 多量排出事業者の取組促進 

多量排出事業者に対し、食品ロスの状況と、その削減の必要性について理

解を深め、社員等への啓発を行うことや、期限切れ間近の災害時用備蓄食料

を有効活用するためフードバンク団体へ寄付すること等について、必要な情

報を提供します。 
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３ 表彰制度 

事業者の食品ロス削減の機運が醸成されるよう、食品ロス削減に向け、優れ

た取組をした事業者を、エコシティたかまつ優良事業者表彰の対象とします。 

 

４ 実態把握及び情報収集・情報提供 

家庭系食品ロスの発生量に関する実態調査や、市民・事業者へのアンケート

調査等を適宜実施し、市民の食品ロスの認知度や削減への取組状況等の把握に

努めるとともに、先進自治体の食品ロスの削減に向けた取組事例に関する情報

収集や調査を行います。 

また、事業者や関係団体等の多様な主体と連携し、食品ロスを削減するため

の課題やその解決に向けた取組について情報を共有・提供します。 

 

５ フードバンク活動及びフードドライブへの協力等 

フードバンク活動（*14）は、食品ロスの削減に直結するものであるほか、

生活困窮者や子ども食堂への支援等の福祉の観点からも意義のある取組です。 

そのため、フードバンク活動の認知度を向上させるとともに、支援が広がる

よう、市民及び事業者等に対して、フードバンク活動への理解を促進します。 

また、食品関連事業者及び福祉団体等とフードバンク団体とのマッチングや
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提供される食品の情報共有等にも協力します。 

さらには、たかまつ子ども食堂ネットワークのほか、学校や地域コミュニ   

ティ協議会等と情報共有を図り、フードドライブ（*15）の促進に努め、フー

ドバンク団体を通じた食材の確保に協力します。 

 

 

（*14、*15）フードバンク活動及びフードドライブ（活動）について 

 

（香川県食品ロス削減推進計画から引用） 

  

*14 

*１5 
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第７章 数値目標 

 

国の食品ロス削減目標については、家庭系食品ロスは「第四次循環型社会形成

推進基本計画」（平成３０年（２０１８年）６月閣議決定）、事業系食品ロスは「食

品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」（令和元年（２０１９年）７

月）において、共に平成１２年（２０００年）度比で令和１２年（２０３０年）

度までに半減させることと、食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の

割合を８０％とする、という目標を設定しています。 

また、香川県の食品ロス削減目標は、①平成２９年（２０１７年）度比で令和

１２年（２０３０年）度までに一人一日当たり２２ｇ（ウインナーソーセージ１

本分）を削減することと、②家庭系の食品ロスでは、食品ロスを出していないと

思う人の割合を令和７年（２０２５年）度までに５０％以上（令和２年              

（２０２０年）度時点３９．２%）にすること、また、③事業系食品ロスでは、

かがわ食品ロス削減協力店の登録店舗数を令和７年（２０２５年）度までに      

３００店舗以上（令和２年（２０２０年）度から登録開始）にする、という３項

目を設定しています。 
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1 高松市の食品ロス削減数値目標 

本市においても、「高松市ごみ処理基本計画」や国及び香川県の数値目標と

調和を図りながら、本市の数値目標を設定し、食品ロスの削減を推進します。 

①  基準年度とその食品ロス発生量 

「高松市ごみ処理基本計画」との調和を図るため、平成２８年（２０１６

年）度を基準年度とし、その直近（平成３０年（２０１８年）度）に実施し

た食品ロス実態調査の家庭系一般廃棄物（可燃ごみ）における食品ロスの割

合１４．３%を用いて、基準年度の食品ロス発生量を推計しました。 

 

○基準年度（平成２８年（２０１６年）度）の食品ロス発生量 

家庭系一般廃棄物５４，６７８ｔ×食品ロスの割合１４．３%＝７，８１９ｔ 

 

②  目標年度 

目標年度は国や香川県の目標年度でもある令和１２年（２０３０年）度と

しますが、本市の「一般廃棄物処理基本計画」や「ごみ処理基本計画」の目

標年度である令和９年（２０２７年）度においても、達成状況を確認します。 

③  目標設定の考え方 

国は２０００年（平成１２年）度から２０３０年（令和１２年）度までの

３０年間で半減（▲５０％）の目標を設定していますが、本市には２０００
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年（平成１２年）度の食品ロスを推計するデータがないため、香川県の目標

設定を参考に、基準年度の平成２８年（２０１６年）度から令和１２年（ 

２０３０年）度までの基準年度を除く１４年間で、国と同じ削減割合を目指

すこととします。 

その削減割合は、１４年／３０年×▲５０％≒▲２３％となります。 

 

 

 

【市の数値目標】 

目標年度  令和１２年（２０３０年）度 

削減目標  平成２８年（２０１６年）度比２３％削減する 

（６，０２１ｔ以下） 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

国の食品ロス削減目標と本市の削減目標の関係

２３％

万㌧

年

５０％ 



 

28 

 

同様に、本計画や本市の「一般廃棄物処理基本計画」や「ごみ処理基本計

画」の目標年度である令和９年（２０２７年）度における達成状況の参考値

を設定します。 

 

確認年度 令和 9年（２０２７年）度 

参考値 平成２８年（２０１６年）度比２０％削減（６，２５５ｔ以下） 

（１４－３）年／（３０－３）年×▲５０％≒▲２０％ 

 

２ その他の数値目標 

【家庭系食品ロス】 

香川県の目標を参考に、本市が実施する市民向けアンケートにおいて、「食

品ロスを出していないと思う」と回答した人の割合を、令和９年（２０２７年）

度に「６０％以上」とします。 

 

【事業系食品ロス】 

香川県が取り組む「かがわ食品ロス削減協力店登録制度」を、本市でも推奨

することから、本市に住所がある当該登録店舗数を、令和９年（２０２７年）

度に「１５０店舗以上」（令和２年（２０２０年）度から登録開始）とします。  
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第８章 計画の推進体制及び進行管理 

 

１ 計画の推進体制 

市民、事業者、行政等の多様な主体が適切な役割分担のもと、連携・協力し、

食品ロスの削減に向けた取組を推進します。 

また、「高松市廃棄物減量等推進審議会」等において、事業者、関係団体、

行政等の関係者が食品ロス削減について、意見・情報交換を行い、得られた意

見や情報などを適切に施策に反映させるとともに、連携・協力して施策を実施

します。 

 

２ 関連する施策等との連携 

食品ロスの削減については、多岐にわたる施策に位置付けられているため、

関係部局と緊密に連携し、関連施策との連携を推進するとともに、「持続可能

な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成と「ゼロカーボンシティ」実現に貢献できる

よう努めます。 

・ エシカル消費の啓発（くらし安全安心課） 

・ 子ども食堂への支援（子育て支援課） 
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・ 総合的な食育の取組（健康づくり推進課） 

・ 保育所（園）、幼稚園、こども園の食育の取組（こども保育教育課） 

・ （食育としての）地産地消等の取組（農林水産課） 

・ 学校給食の（食育）の取組（保健体育課） 

・ （食育としての）早寝早起き朝ごはん運動（生涯学習課） 

 

３ 計画の進行管理 

計画の推進に当たっては、事業者や香川県などの協力を得て、食品ロスの発

生状況に関する実態を定期的に把握し、目標の達成状況や施策の実施状況を継

続的に検証するとともに、検証結果を踏まえ、必要に応じて施策の見直しを検

討することとします。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大に伴う新しい生活様式により、食に関す

る市民の消費行動や事業者の事業活動に変化が生じる可能性があることから、

こうした変化を適切に把握し、柔軟に対応するよう努めます。 


